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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
八
号
東
京
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
二
百
六
十
四
号
線
及
び
補
助
線

街
路
第
百
四
十
三
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
千
八
百
十
六
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
二
百
八
十
八
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
令
和

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
七
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十
六
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
八
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
二
百
八
十
八
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
九
月
七
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十
六
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
七
十
七
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

江
戸
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
二
百
八
十
四
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
六
年
九
月
七
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十
九
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
八
十
号
東

京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

葛
飾
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
二
百
八
十
四
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
千
八
百
七
十
九

号
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

墨
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
墨
田

区
画
街
路
第
六
号
線
及
び
区
画
街
路
墨
田

区
画
街
路
第
七
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
二
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

足
立
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
三
十
八
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
六
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

北
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
北
区

画
街
路
第
三
号
線
及
び
幹
線
街
路
補
助
線
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街
路
第
百
五
十
七
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
四
百
九
十
一
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

豊
島
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
七
十
四
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
九
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

新
宿
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
七
十
二
号
線

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
三
年
十
月
五
日
か
ら
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
号
東
京
都

市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
大
田

区
画
街
路
第
一
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
五
十
五
号
調
布

都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

狛
江
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
二
十

三
号
稲
荷
前
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
八
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
三
十
八

号
調
布
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。
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令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

狛
江
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

調
布
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
十
六

号
和
泉
多
摩
川
藤
塚
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
三
百
二
号
国
分

寺
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

国
分
寺
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

国
分
寺
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
十

二
号
国
分
寺
駅
上
水
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
六
号

立
川
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

立
川
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

立
川
都
市
計
画
道
路
事
業
都
市
高
速
鉄
道

東
日
本
旅
客
鉄
道
中
央
本
線
付
属
街
路
第

二
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
令
和
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
九
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
三
十
三

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
国
分
寺
市
東
恋
ケ

窪
三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の

化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号

東
京
都
水
道
局
職
員
住
宅
の
管
理
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

東
京
都
水
道
局
職
員
住
宅
の
管
理
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
住
宅
の
管
理
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十

八
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
千
三
百
七
十
円
」
を
「
千
四
百
三
十

円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
水
道
局
職
員
住
宅
の
管
理

等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
三
年
度
か
ら
令
和

五
年
度
ま
で
の
間
、
職
員
住
宅
の
使
用
料
の
額
（
第
三
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
減
額
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
減
額
後
の
額

と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
程
第
二
十

四
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
職
員
住
宅

の
使
用
料
の
額
（
以
下
「
算
出
額
」
と
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
減
額
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
減
額
後
の
額
と

す
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
け
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る
当
該
職
員
住
宅
の
使
用
料
の
額
（
以
下
「
改
定
前
の
額
」
と
い

う
。
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
減
額
後
の
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
差
額
が
三
千

円
を
超
え
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

令
和
三
年
度

算
出
額
と
改
定
前
の
額
の
差
額
を
五
で
除
し

た
後
、
二
を
乗
じ
て
得
た
額
（
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
改
定
前
の
額
に
加
え
た
額

二

令
和
四
年
度

算
出
額
と
改
定
前
の
額
の
差
額
を
十
で
除
し

た
後
、
七
を
乗
じ
て
得
た
額
（
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
改
定
前
の
額
に
加
え
た
額

三

令
和
五
年
度

算
出
額

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ァ
ミ
リ
ー
ハ
ウ
ス

二

代
表
者
の
氏
名

江
口

八
千
代

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
十
三
番
地
五

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
二
十
四
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ね
り
ま
こ
ど
も
食
堂

二

代
表
者
の
氏
名

金
子

良
枝

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
練
馬
区
高
松
三
丁
目
七
番
一
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
二
月
五
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
四
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
タ
ー
ト
ル

二

代
表
者
の
氏
名

松
坂

治
男

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
四
谷
本
塩
町
二
番
五
号

社
会
福
祉
法
人
日
本

視
覚
障
害
者
職
能
開
発
セ
ン
タ
ー
東
京
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
内

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
五
月
十
九
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
十
八
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
雲
南
聯
誼
協
会

二

代
表
者
の
氏
名

初
鹿
野

惠
蘭

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
市
谷
左
内
町
二
十
一
番
十
三
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
二
十
五
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
外
国
人
看
護
師
・
介
護
福
祉
士
教
育
支

援
組
織

二

代
表
者
の
氏
名

青
野

淳
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
大
田
区
東
雪
谷
三
丁
目
二
十
番
七
号

ワ
ヨ
レ
ッ
ト
雪

谷
二
〇
二

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
日
ま

で

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。
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令
和
三
年
三
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

あ
き
る
野
市
小
川
字
上
久
保
五
百

四
十
七
番
二
、
同
番
五
、
五
百
五

十
番
一
、
同
番
三
、
五
百
五
十
八

番
一
の
一
部
、
同
番
二
並
び
に
同

番
四
、
同
番
五
、
五
百
五
十
九
番

二
及
び
同
番
三
の
各
一
部

あ
き
る
野
市
野
辺
三
百
九
十
二

番
地

南
部
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
村

隆
二

青
梅
市
千
ヶ
瀬
町
四
丁
目
三
百
二

十
八
番
一

青
梅
市
千
ヶ
瀬
町
四
丁
目
三
百

五
十
四
番
地

橋
本

克
之

日
野
市
百
草
八
百
七
十
七
番
三
、

同
番
四
の
一
部
、
同
番
五
並
び
に

八
百
七
十
八
番
二
、
同
番
十
九
及

び
同
番
二
十
の
各
一
部
、
同
番
三

十
三
、
同
番
三
十
四
の
一
部
並
び

に
八
百
八
十
四
番
七
（
第
一
工

区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

昭
和
二
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五

十
八
号
東
京
都
市
計
画
下
水
道
事
業
東
京

都
公
共
下
水
道

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分

昭
和
二
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五

十
八
号
、
昭
和
三
十
年
建
設
省
告
示
第
千

二
百
六
十
六
号
、
昭
和
三
十
三
年
建
設
省

告
示
第
九
百
八
十
三
号
、
昭
和
三
十
五
年

建
設
省
告
示
第
八
百
五
号
、
昭
和
三
十
六

年
建
設
省
告
示
第
八
百
十
五
号
、
昭
和
三

十
七
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
二
号
、
昭

和
三
十
七
年
建
設
省
告
示
第
三
千
二
百
五

号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
二
百

九
十
二
号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示

第
三
千
三
百
八
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
千
八
百
七
十
一
号
、
昭
和

四
十
六
年
建
設
省
告
示
第
三
百
七
十
七
号
、

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
五
百
六
十

七
号
、
昭
和
五
十
年
建
設
省
告
示
第
千
四

百
五
十
四
号
、
昭
和
五
十
三
年
建
設
省
告

示
第
五
十
七
号
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省

告
示
第
百
七
十
号
、
昭
和
五
十
六
年
建
設

省
告
示
第
六
百
四
十
号
、
昭
和
五
十
七
年

建
設
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
、
昭
和
五

十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
十
号
、
昭
和
六

十
年
建
設
省
告
示
第
千
百
三
十
号
、
昭
和

六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
三
百
一
号
、
昭

和
六
十
三
年
建
設
省
告
示
第
二
百
三
十
九

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
五

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
二

十
九
号
、
平
成
二
年
建
設
省
告
示
第
千
二

百
二
十
号
、
平
成
三
年
建
設
省
告
示
第
千

三
百
八
十
一
号
、
平
成
四
年
建
設
省
告
示

第
七
百
八
十
号
、
平
成
五
年
建
設
省
告
示

第
六
百
九
十
七
号
、
平
成
六
年
建
設
省
告

示
第
二
千
百
三
号
、
平
成
七
年
建
設
省
告

示
第
千
一
号
、
平
成
八
年
建
設
省
告
示
第

千
三
百
四
十
四
号
、
平
成
九
年
建
設
省
告

示
第
千
二
百
六
十
一
号
、
平
成
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
、
平
成
十
一

年
建
設
省
告
示
第
九
百
二
十
六
号
、
平
成

十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
四
号
、
平

成
十
三
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百

十
二
号
、
平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
百
二
十
八
号
、
平
成
十
五
年
関
東

地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
三
十
一
号
、
平

成
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
関
東
地
方
整
備

局
告
示
第
四
百
七
十
六
号
、
平
成
十
八
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百
八
十
一
号
、

平
成
十
九
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六

十
九
号
、
平
成
二
十
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
二
百
四
十
四
号
、
平
成
二
十
二
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
七
十
九
号
、

平
成
二
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第

二
百
六
号
、
平
成
二
十
九
年
関
東
地
方
整

備
局
告
示
第
百
八
十
六
号
、
平
成
三
十
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
三
号
、
平

成
三
十
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

五
十
九
号
及
び
令
和
二
年
関
東
地
方
整
備

局
告
示
第
九
十
四
号
の
事
業
地
の
う
ち
、

墨
田
区
立
川
四
丁
目
及
び
葛
飾
区
小
菅
一

丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

昭
和
二
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
五

十
八
号
、
昭
和
三
十
年
建
設
省
告
示
第
千

二
百
六
十
六
号
、
昭
和
三
十
三
年
建
設
省

告
示
第
九
百
八
十
三
号
、
昭
和
三
十
五
年

建
設
省
告
示
第
八
百
五
号
、
昭
和
三
十
六

年
建
設
省
告
示
第
八
百
十
五
号
、
昭
和
三

十
七
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
二
号
、
昭

和
三
十
七
年
建
設
省
告
示
第
三
千
二
百
五

号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
二
百

九
十
二
号
、
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
告
示

第
三
千
三
百
八
十
号
、
昭
和
四
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
千
八
百
七
十
一
号
、
昭
和

四
十
六
年
建
設
省
告
示
第
三
百
七
十
七
号
、

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
五
百
六
十

七
号
、
昭
和
五
十
年
建
設
省
告
示
第
千
四

百
五
十
四
号
、
昭
和
五
十
三
年
建
設
省
告

示
第
五
十
七
号
、
昭
和
五
十
五
年
建
設
省

告
示
第
百
七
十
号
、
昭
和
五
十
六
年
建
設

省
告
示
第
六
百
四
十
号
、
昭
和
五
十
七
年

建
設
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
、
昭
和
五

十
九
年
建
設
省
告
示
第
三
十
号
、
昭
和
六

十
年
建
設
省
告
示
第
千
百
三
十
号
、
昭
和
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六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
三
百
一
号
、
昭

和
六
十
三
年
建
設
省
告
示
第
二
百
三
十
九

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
十
五

号
、
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
二

十
九
号
、
平
成
二
年
建
設
省
告
示
第
千
二

百
二
十
号
、
平
成
三
年
建
設
省
告
示
第
千

三
百
八
十
一
号
、
平
成
四
年
建
設
省
告
示

第
七
百
八
十
号
、
平
成
五
年
建
設
省
告
示

第
六
百
九
十
七
号
、
平
成
六
年
建
設
省
告

示
第
二
千
百
三
号
、
平
成
七
年
建
設
省
告

示
第
千
一
号
、
平
成
八
年
建
設
省
告
示
第

千
三
百
四
十
四
号
、
平
成
九
年
建
設
省
告

示
第
千
二
百
六
十
一
号
、
平
成
十
一
年
建

設
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
、
平
成
十
一

年
建
設
省
告
示
第
九
百
二
十
六
号
、
平
成

十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
四
号
、
平

成
十
三
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百

十
二
号
、
平
成
十
五
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
百
二
十
八
号
、
平
成
十
五
年
関
東

地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
三
十
一
号
、
平

成
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
関
東
地
方
整
備

局
告
示
第
四
百
七
十
六
号
、
平
成
十
八
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
三
百
八
十
一
号
、

平
成
十
九
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六

十
九
号
、
平
成
二
十
年
関
東
地
方
整
備
局

告
示
第
二
百
四
十
四
号
、
平
成
二
十
二
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
百
七
十
九
号
、

平
成
二
十
七
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第

二
百
六
号
、
平
成
二
十
九
年
関
東
地
方
整

備
局
告
示
第
百
八
十
六
号
、
平
成
三
十
年

関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
三
号
、
平

成
三
十
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百

五
十
九
号
及
び
令
和
二
年
関
東
地
方
整
備

局
告
示
第
九
十
四
号
の
事
業
地
の
う
ち
、

墨
田
区
立
川
四
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業

地
を
変
更
す
る
。

備
考一

事
業
計
画
の
変
更

認
可
の
告
示

令
和
三
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
六

十
七
号

二

事
業
施
行
期
間

昭
和
二
十
八
年
十
月
十
二
日
か
ら
令
和

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
の
招
集
に
つ
い
て

令
和
二
年
度
第
三
回
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
を
次
の
と
お

り
招
集
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
七
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

一

日
時

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

午
後
二
時
十
五
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
北
塔
三
十
七
階

職
員
共
済
組
合
大
会
議
室

三

議
事

第
一
号
議
案

令
和
二
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
の
一

部
変
更
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

令
和
三
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算

（
案
）

第
三
号
議
案

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変

更
に
つ
い
て

正

誤

○
平
成
十
九
年
十
月
二
十
五
日
付
東
京
都
告
示
第
千
三
百
八
十
号

三
ペ
ー
ジ
の
別
図
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。
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○
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
五
日
付
東
京
都
告
示
第
二
百
四
十
七
号

七
ペ
ー
ジ
の
別
図
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。
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